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 第９期介護保険料について（３回目試算結果） 

１．国の制度改正について（給付と負担に関して） 

国は、介護保険を含む社会保障制度について、今後も進む超高齢化社会のなかで持続可能な制度とするため、負担能力に応じて、

全ての世代で、増加する医療費（介護費）を公平に支え合う仕組みを早急に構築する必要があるとしている。 

 

具体的には、次期制度改正に向けて、次の事項が議論されてきたが、その結果が次のとおりとなった。 

① 利用者負担（２割負担）の範囲の見直し → 見送り 

② 第１号保険料負担の在り方の見直し   → 実施予定 

③ 多床室の室料負担の見直し       → 実施予定 

 

 

 

  

資料２ 



 

2 

２．介護保険料の算出方法 

第９期介護保険料は、令和６年度から令和８年度の３年間に必要な給付費や当該期間における被保険者数等の見込み量を基礎に算出する。 

 

（参考１）算出式                              （参考２）算出式中③国・県・町負担分の負担割合 

①標準給付費（保険給付費＋その他給付費）        ☆ 

＋ ②地域支援事業費（総合事業や包括支援センター運営費等） ☆ 

△ ③国・県・町負担分（補助金等） 

 △ ④第２号被保険者負担分相当額               

＝  第１号被保険者負担分相当額 

△ ⑤調整交付金見込額 

＋ ⑥市町村特別給付                    ☆ 

 △ ⑦準備基金取崩額                    ☆ 

＝  保険料収納必要額 

÷ ⑧予定収納率 

 ÷ ⑨第１号被保険者見込数（所得段階で補正された人数）   ☆ 

＝  保険料基準額 

☆…保険料算定に影響が大きい項目  

調整交付金（国）平均
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【介護予防・日常生活支援総合事業】

（%）

第1期 17％
第2期 18％
第3期 19％
第4期 20％
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第6期 22％
第7期 23％
第8期 23％
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【居宅給付費】

第1期 17％
第2期 18％
第3期 19％
第4期 20％
第5期 21％
第6期 22％
第7期 23％
第8期 23％

（%）

調整交付金（国）平均
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【施設給付費】

第1期 17％
第2期 18％
第3期 19％
第4期 20％
第5期 21％
第6期 22％
第7期 23％
第8期 23％

（%）

国

38.5

県

19.25

町

19.25

第１号被保険者

23.0

【包括的支援事業・任意事業】

（%）

第1期 17％
第2期 18％
第3期 19％
第4期 20％
第5期 21％
第6期 22％
第7期 23％
第8期 23％

①標準給付費 

 

 

 

 

 

 

②地域支援事業費 
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３．第９期介護保険料の試算結果（３回目試算結果） 

 第９期介護保険料の基準額について、３回目の試算結果は、２回目から減額となった。 

   ＜保険料基準額＞ 

第８期（R３～R５） 

➡ 

自然推計値：第９期（R６～R８）  

年 額 71,400 円 年 額 68,892 円 
(対８期) 

△1,080 円 
（2 回目試算：70,320 円） 

月 額 5,950 円 月 額 5,741 円 
(対８期) 

△90 円 
（2 回目試算：5,860 円） 

  
 
 

 

   基金投入後：第９期（R６～R８）  

  
 
年 額 67,200 円 

(対８期) 

△4,200 円 
 

  
 
月 額 5,600 円 

(対８期) 

△350 円 
 

 

第１号被保険者が納める介護保険料は、世帯の所得状況等に応じた区分に分けられ、当該区分で定められた金額を納める仕組みとなっている。

現行制度では、この区分を９段階とすることが標準（保険者独自の多段階化は可能）と定められているが、これを 13段階に改正する方向で見直

しが進められている。 

 

  

基金を投入 

2,650万円（基金の 6.2％） 
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（参考）■介護保険料の段階設定及び基準額に対する保険料率■ 

段 階 保険料率 対    象    者 年間保険料 

第１段階 基準額×0.285 
生活保護受給者、町民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、町民税世帯非課税で課税

年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 
19,100 円 

第２段階 基準額×0.485 
町民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下

の方 
32,500 円 

第３段階 基準額×0.685 町民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 120 万円を超える方 46,000 円 

第４段階 基準額×0.9 
町民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額を合計し

た額が 80 万円以下の方 
60,400 円 

第５段階 基準額×1.0 
町民税課税世帯のうち本人非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額を合計し

た額が 80 万円を超える方 
67,200 円 

第６段階 基準額×1.2 町民税本人課税者（合計所得金額 120 万円未満） 80,600 円 

第７段階 基準額×1.3 町民税本人課税者（合計所得金額 120 万円以上 210 万円未満） 87,300 円 

第８段階 基準額×1.5 町民税本人課税者（合計所得金額 210 万円以上 320 万円未満） 100,800 円 

第９段階 基準額×1.7 町民税本人課税者（合計所得金額 320 万円以上 420 万円未満） 114,200 円 

第 10 段階 基準額×1.9 町民税本人課税者（合計所得金額 420 万円以上 520 万円未満） 127,600 円 

第 11 段階 基準額×2.1 町民税本人課税者（合計所得金額 520 万円以上 620 万円未満） 141,100 円 

第 12 段階 基準額×2.3 町民税本人課税者（合計所得金額 620 万円以上 720 万円未満） 154,500 円 

第 13 段階 基準額×2.4 町民税本人課税者（合計所得金額 720 万円以上） 161,200 円 

 

新 設 

第８期より 0.015

引き下げ 
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４．第９期介護保険料の試算内容 

 

(１) 被保険者数及び認定者数の見込み（単位：人） 

  

第８期 ※R5 は見込 第９期 

伸び率 R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 
合計 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 
合計 

第 1 号被保険者数 6,256 6,150 6,047 18,453 5,988 5,904 5,830 17,722 △ 4.0% 

  65 歳～74 歳 2,805 2,666 2,526 7,997 2,394 2,257 2,194 6,845 △ 14.4% 

  75 歳以上 3,451 3,484 3,521 10,456 3,594 3,647 3,636 10,877 4.0% 

認定者数(1 号のみ) 1,260 1,170 1,164 3,594 1,163 1,160 1,164 3,487 △ 3.0% 

  要支援 1～要介護 2 857 752 752 2,361 752 747 747 2,246 △ 4.9% 

  要介護 3 以上 403 418 412 1,233 411 413 417 1,241 0.6% 

認定率 20.1% 19.0% 19.2%   19.4% 19.6% 20.0%     

 

  



 

6 

(２) 給付費の見込み（単位：千円） 

 

  

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)
合計

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)
合計

在宅サービス 832,537 850,505 862,734 2,545,776 870,694 855,626 847,328 2,573,648 1.1%

＜主なサービス＞

訪問介護 207,479 209,253 214,249 630,981 217,658 211,780 206,967 636,405 0.9%

訪問看護(予防含む) 67,741 71,871 74,825 214,438 75,389 74,483 73,481 223,353 4.2%

訪問リハビリ(予防含む) 4,224 3,679 2,573 10,476 2,610 2,614 2,614 7,838 △ 25.2%

通所介護(地域密着含む） 233,410 241,387 259,690 734,488 260,862 255,248 254,350 770,460 4.9%

認知症対応型通所介護 13,090 13,558 16,452 43,100 16,850 16,872 16,872 50,594 17.4%

通所リハビリ(予防含む) 53,322 43,940 45,920 143,182 46,568 45,864 45,864 138,296 △ 3.4%

短期入所系(予防含む) 81,077 89,898 74,792 245,767 75,848 75,944 75,944 227,736 △ 7.3%

福祉用具貸与(予防含む) 46,785 48,892 47,962 143,639 47,653 46,647 46,075 140,375 △ 2.3%

居住系サービス 175,488 178,034 184,175 537,697 186,188 189,427 209,134 584,749 8.8%

特定施設入居者生活介護 64,619 63,107 64,122 191,848 64,441 64,522 64,522 193,485 0.9%

認知症対応型共同生活介護 110,869 114,927 120,052 345,849 121,747 124,905 144,612 391,264 13.1%

施設サービス 631,411 600,035 599,802 1,831,248 614,161 633,880 642,691 1,890,732 3.2%

介護老人福祉施設(地域密着含む） 344,250 337,063 306,294 987,607 316,509 335,852 335,852 988,213 0.1%

介護老人保健施設 253,217 258,958 285,455 797,630 289,485 289,851 289,851 869,187 9.0%

介護医療院 4,653 4,015 8,053 16,721 8,167 8,177 16,988 33,332 99.3%

介護療養型医療施設 29,291 0 0 29,291

第８期実績 ※R5は見込 第９期見込

伸び率
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(３) 地域支援事業費の見込み（単位：千円） 

 

 

  

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)
合計

R6

(2024)

R7

(2025)

R8

(2026)
合計

介護予防・日常生活支援総合事業 90,101 80,133 75,104 245,338 79,728 82,037 81,950 243,715 △ 0.7%

訪問介護相当サービス 50,639 41,728 38,358 130,725 39,634 39,648 39,561 118,843 △ 9.1%

通所介護相当サービス 27,931 27,713 26,419 82,063 27,694 27,989 27,989 83,672 2.0%

通所型サービスＣ（短期集中型） 0 0 0 0 2,000 4,000 4,000 10,000 -

介護予防ケアマネジメント 8,939 7,770 7,439 24,148 7,500 7,500 7,500 22,500 △ 6.8%

一般介護予防事業 2,082 2,486 2,500 7,068 2,500 2,500 2,500 7,500 6.1%

その他 510 436 388 1,334 400 400 400 1,200 △ 10.0%

地域包括支援センター運営・任意事業 24,565 32,435 36,049 93,049 35,684 35,206 34,749 105,639 13.5%

地域包括支援センター運営費 22,052 28,395 31,049 81,496 30,684 30,206 29,749 90,639 11.2%

任意事業 2,513 4,040 5,000 11,553 5,000 5,000 5,000 15,000 29.8%

包括的支援事業（社会保障充実分） 5,257 6,169 6,948 18,374 7,620 7,620 7,620 22,860 24.4%

在宅医療・介護連携推進事業 0 80 10 90 100 100 100 300 233.3%

生活支援体制整備事業 4,861 5,252 6,418 16,531 6,500 6,500 6,500 19,500 18.0%

認知症施策関係事業費 10 497 500 1,007 720 720 720 2,160 114.5%

地域ケア会議推進事業 385 340 20 745 300 300 300 900 20.8%

第８期実績 ※R5は見込 第９期見込

伸び率
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(４) 保険料の算出過程 

  合計 
令和６年度 

（2024） 

令和７年度 

（2025） 

令和８年度 

（2026） 

＋ 標準給付費見込額 5,362,332,647 円 1,775,529,585 円 1,783,152,579 円 1,803,650,483 円 

＋ 地域支援事業費見込額 372,214,533 円 123,032,566 円 124,863,262 円 124,318,705 円 

△ 国・県・町等の負担分 4,415,601,329 円 1,461,892,856 円 1,469,172,198 円 1,484,536,275 円 

＝ 第１号被保険者負担分相当額 1,318,945,851 円 436,669,295 円 438,843,643 円 443,432,913 円 

－ 調整交付金見込額 257,115,603 円 85,342,114 円 86,544,520 円 85,228,969 円 

＋ 市町村特別給付費等 19,500,000 円 6,500,000 円 6,500,000 円 6,500,000 円 

△ 保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 5,000,000 円       

△ 準備基金取崩額 26,500,000 円       

＝ 保険料収納必要額 1,049,830,249 円       

÷ 予定保険料収納率 99.30%       

÷ 所得段階補正後の被保険者数 15,733 人       
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５．２０５０年までの介護保険料の推計 

 中長期的な介護サービスの見込みを把握するため、第９期では、2050年までの基準額を推計する。 

  
第８期 

(2021～2023) 

第９期 

(2024～2026) 

令和 12 年 

(2030) 

令和 17 年 

(2035) 

令和 22 年 

(2040) 

令和 27 年 

(2045) 

令和 32 年 

(2050) 

保険料基準額 

（月額） 
5,950円 5,600円 6,370 円 6,904 円 7,283 円 7,426 円 7,576円 

対８期   0.94倍 1.07 倍 1.16 倍 1.22 倍 1.25 倍 1.27倍 

 

６．「基金」の取り崩しについて 

 最新の基金残高や基金の取崩による保険料の引き下げ効果（見込み）は、次のとおり。中長期的な状況を踏まえたうえで基金の取崩について

協議を行う必要がある。 

   基金残高 4億 2,820万 6,381円（令和 5年度末残高見込） 

   ・2,000万円取り崩すと ➡ 月額 100円引き下げ 

・4,000万円取り崩すと ➡ 月額 200円引き下げ 

 
 


